
 資産等にかかる添付書類チェック表  

本人および配偶者の全ての資産に関する書類の写しが必要です。   
 

資産 添付書類 チェック欄 

預貯金 

（普通・定期・積立等） 

●通帳の写し 

①及び②のページの写しをお願いします。 

① 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が確認 

できるページ（通帳の見開き部分等） 
 

② 最終残高が確認できるページ 

※直近２か月以内に記帳したものをご提出ください。 

※定期預金等がある方は定期預金の最終残高が確認 

できる部分も必要です。 

□本人 

 

□配偶者 

有価証券・投資信託 ●名義、保有銘柄、口数が確認できる証明書等の写し 
□本人 

□配偶者 

金・銀などの貴金属 
●購入先の銀行等の口座名義等と口座残高の記載箇所 

の写し 

□本人 

□配偶者 

負債 

（住宅ローン等） 
●借用証書、ローン残高証明書等の写し 

□本人 

□配偶者 

※上記については、ウェブサイトの画面を印刷したものでも可です。 

  
①金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかる部分の例  ②最終残高がわかる部分の例 
 

 
 

※資産の対象外となるもの 

・生命保険、個人年金、養老年金、学資保険等の保険事故への備え 

・価値の確認が困難な貴金属、車、その他の動産（絵画、骨董品、家財） 

 

※虚偽申告等の不正行為により給付を受けた場合、給付額の返還に加えて、最大で給付額の 2 倍の 

加算金を課すことがあります。 
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